
「Aです。ケガもなく元気です」再生

「Dです。無事ですか？」登録

ご利用案内
•加入電話、ＩＳＤＮ、公

衆電話、ひかり電話、
災害時特設公衆電話
からご利用できます。
携帯電話やPHSから
もご利用いただけま
すが、詳しくは各通信
事業者へお問い合わ
せください。

•NT T東日本または
NTT西日本の電話か
らの利用は無料です。

災害時以外にも、災害用伝言ダイヤルを下記の期間で体験利用することができます。いざという時に備えて、使い方を確認してお
きましょう。

ご利用案内
•登録、閲覧は無料で

す。インターネット接
続費用等は別途必要
です。

　災害用伝言ダイヤルとは、
大規模な災害時に提供される
NTT東日本・NTT西日本のサー
ビスです。
　伝言を残して被災者の無事
を伝えられるものです。
　電話番号は「171」。
　大規模災害時には電話回線が
混雑し、通じにくくなるため、そ
の代わりとして提供されます。

預貯金口座の開設に
銀行や
郵便局へ

【問】さぬき市選挙管理委員会　☎（087）894-1111
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香 川 県 知 事 選 挙

８月２６日（日）
午前７時～午後8時
投票日当日に冠婚葬祭やレジャーなどで
投票ができない場合には、期日前投票ができます。

【問】秘書広報課　☎(087)894-6372

http://www.city.sanuki.kagawa.jp/hurusatonouzei http://www.satofull.jp/city-sanuki-kagawa/

寄附の使い方

さぬき市まちづくり寄附制度（ふるさと納税）にご協力ください！
「さぬき市を応援したい！」という想いを、寄附を通じて実現してみませんか？
お盆や夏季休暇は、市民の皆さんの親類や友人などが多く帰省される時期です。ぜひ周りの皆さんに広くこの制度をお知らせいただ

き、さぬき市への応援をお願いいたします！

さぬき市では、個人様からの寄附「ふるさと納税」と、法人・団体様からの寄附をあわせて、「さぬき市まちづくり基金」に積み立て、寄
附者の意向に沿った事業に活用させていただきます。

寄 附 の 方 法

寄附のお礼の品
さぬき市外在住のご寄附をいただいた方には、感謝の気持ちを込めて、さぬき市の特産品等を寄附金額に応じてお送りします。詳細

は市のホームページをご覧ください。

寄附申込書に必要事項をご記入いただき、秘書広報課へ申し込んでいただくか、もしくは、ふるさと納税サイト「さとふる」からお申し込み
ください。

寄附に伴う優遇税制
さぬき市への寄附は、確定申告を行っていただくことで税法により優遇措置を受けることができます。（ふるさと納税はワンストップ

特例制度も利用できます。）
（個人の場合）　[所得税]　適用下限額2千円を超える部分について、寄附金控除が受けられます。
　　　　　　　 [住民税]　適用下限額2千円を超える部分について、通常の寄附金控除に加え、特例控除が受けられます。特例控除

は住民税の所得割額の20％が上限となります。
　なお、ワンストップ特例制度を利用する場合は、所得税からの控除は行われず、その分を含め住民税から控除されます。

（法人の場合）　全額が損金算入されます。
＊優遇制度について、詳しくはお住まいの市区町村の税担当課にお問い合わせください。
皆さまからの応援を心からお待ちしています。
※詳しくは、市のホームページをご覧になるか、秘書広報課までお問い合わせ下さい。

【期日前投票】

■8月10日（金）～8月25日（土）
■時　間　午前8時30分～午後8時
■場　所　さぬき市役所附属棟多目的室
　　　　　寒川公民館第3会議室

わが家の防災・減災への備え（安否確認）

【問】さぬき市危機管理室　☎(087)894-1115

毎月1日・15日（0：00～２４：００）　　正月三が日（1月1日0：00～1月3日24：00）　　防災週間（8月30日9：00～9月5日17：00）
防災とボランティア週間（1月15日9：00～1月21日17：00）

体験利用
期間

被災地域内と他の地域を
結ぶ声の伝言板。 

利用ガイダンスにしたがってご利用ください。

にダイヤルする

被災地の電話番号・携帯電話・PHS・IP
電話の電話番号をダイヤルしてくださ
い。市外局番からダイヤルしてください。

録音する場合は
暗証番号を利用する録音は「3」

暗証番号を利用する再生は「4」

「災害用伝言ダイヤル171」
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2

1

1

再生する場合は 2

7 1

（ ）- -3

家族等の安全がインター
ネット上で確認できる。

https://www.web171.jp/ にアクセス。

被災地の電話番号・携帯電話・PHS・IP電話の電話番号を入力して
ください。市外局番から入力してください。

電話番号を入力

「災害用伝言板 web171」

1

2

お持ちですか？マイナンバーカード
＊あなたの人生とともに歩むマイナンバー（個人番号）
あなたの人生のなかで、マイナンバーの提供が必要なときって、意外とたくさんあるんです！

出生　進学 就職 結婚　出産　育児　マイホーム

定年退職/再就職 年金受取開始 介護 死亡　相続

郵便による
申請

パソコンに
よる申請

申請してから、
約１か月かかります。スマート

フォンに
よる申請

まちなかの
証明用写真機
からの申請

最終期限のお知らせ

【問】市民課　☎（087）894-9218

年金給付の手続きに
日本年金
機構へ

アルバイト、パート
就職のときに
職場へ

福祉や介護の手続き
で市区町村へ

相続税の申告などで
税務署へ

マイナンバーカードを申請された方で交付の再通知を受け取った方は、受取の最終期限が８月末までとなっています。
受取の意思がある方はお急ぎください。

税金の申告
で税務署や
市町村へ

資産運用の手続
きで銀行や証券
会社へ

児童手当や出産育児一時
金の申請で市町村や健康
保険組合へ

お持ちの申請書に記載の、住所や氏
名に変更がある場合や、紛失等で申請書
をお持ちでない場合は、市民課および支
所で新しい申請書をお渡ししています。

マイナンバーや氏名等の情報を印字
しますので、ご本人または同じ世帯の方
が本人確認書類をお持ちください。

マイナンバーカードの作り方

交付申請します1 交付通知書（はがき）がご自宅
に届きます。

2 市民課窓口に受け取りに行きます。3

必要な持ち物をお持ちになり、交付
通知書（はがき）に記載された期限
までに、ご本人がお越しください。
交付場所は、市民課です。

「Aです。
ケガもなく
元気です」

災害用伝言
ダイヤル（171）

災害用伝言板
（web171）

「Bです。何が必要ですか？」
「Cだよ。避難場所は？」
「Dです。無事ですか？」
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伝言を
録音・再生

「Aです。ケガもなく元気です」再生

「Bです。何が必要ですか？」録音

「Aです。ケガもなく元気です」再生

「Cだよ。避難場所は？」録音

ご利用イメージ

▼

▼

▼

▼

登録方法
画面の指示に従って、文字による伝言を
登録してください。

閲覧方法
画面の指示に従って、文字による伝言の
追加登録をしてください。

3

画面の指示によりご利用ください。

ご 利 用 方 法

（ ）- -

お知らせ
くらし
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